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平成29年度山梨県公立高等学校入学者選抜実施要項 

 

 平成 29 年度山梨県公立高等学校入学者の選抜は、この要項に定めるところにより実施する。ただし、甲陵高

等学校については、別途北杜市教育委員会が定める。 

 

 

 ⅠⅠ 募集定員  

 

   各高等学校の募集定員は、別に定める。 

 

 

 Ⅱ 全日制の課程における前期募集  

 

第１ 募集人員 

   前期募集は全ての高等学校・学科において実施することとし、その募集人員は、募集定員のうち、次の１

から４のそれぞれの範囲の中から各高等学校長が決定した比率をもとに、山梨県教育委員会(以下「教育委

員会」という。) が定める。 

 １ 普通科については、募集定員の40％以内 

 ２ 理数科、英語科、文理科、英語理数科、探究科（以下「専門教育学科」という。）については、募集定員

の40％以内 

 ３ 職業に関する学科については、募集定員の50％以内 

 ４ 総合学科については、募集定員の50％以内 

 

第２ 出願資格 

   前期募集に出願できる者は、次の条件をいずれも満たす者とする。 

 １ 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校（以下「中学校」という。）を平成 29 年３月に

卒業する見込みの者又は中等教育学校の前期課程（以下「中学校」という。）を同月に修了する見込みの者 

 ２ 当該高等学校を志望する動機や理由が明白・適切であり、各高等学校が定める「前期募集選抜方法」の中

の「出願の条件」に適合すると自ら考える者 

 

第３ 出願方法 

 １ 出願の制限 

  (1) 出願は、１人１校、１学科に限る。（甲陵高等学校を含む。） 

       ただし、一括募集を行う場合は、１学科とみなす。 

  (2) 他の都道府県から入学を志願する者（他の都道府県の中学校を平成29年３月卒業見込み又は修了見込

みの者をいう。）の扱いについては、別記１による。 

 ２ 出願期間 

   平成 29 年１月 19 日（木）（一括受付）、１月 20 日（金）の午前９時から午後４時まで及び１月 23 日

（月）の午前９時から正午までとする。 

   なお、１月19日（木）に山梨県総合教育センター（以下「総合教育センター」という。）において実施

する一括受付については別に定めるものとし、当日は各高等学校窓口での出願受付を行わない。 
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     月 日   曜日       県内中学校からの出願 県内中学校以外からの出願 

１月19日 木 総合教育センターで 

県内一括受付 

持参不可 

１月20日 金 各高等学校窓口で 

午前９時から午後４時まで受付 

各高等学校窓口で 

午前９時から午後４時まで受付 

１月23日     月 各高等学校窓口で 

午前９時から正午まで受付 

各高等学校窓口で 

午前９時から正午まで受付 

※ 県内中学校以外からの出願で、願書を持参する場合、１月 20 日（金）の午前９時から午後４時まで及

び１月23日（月）の午前９時から正午までとする。 

※ 県内中学校以外からの出願の場合、郵送（書留に限る）も可とするが、１月 23 日（月）正午までに各

高等学校必着のこと。 

 ３ 出願手続  

  (1) 志願者は、次の書類を在学中学校の校長（以下「中学校長」という。）を経由して、志願先高等学校

長に提出する。 

 

提 出 書 類 提 出 を 要 す る 者 摘      要 

ア 入 学 願 書 志願者全員 様式１ 

イ  写 真 

（白黒・カラー 

いずれも可） 

志願者全員（入学願書に貼付） 平成28年12月１日以降に撮影した、 

縦４cm×横３cmの上半身、正面、脱帽の

もの。 

裏面に中学校名及び氏名を記載すること。 

ウ 志願理由書 志願者全員 様式10 

エ 確 約 書 志願者全員 様式11 

オ 封 筒 ① 

 

 

志願者全員 日本工業規格 角形２号(240㎜×332㎜) 

志願者の郵便番号・住所・氏名を「・・

様」と記した封筒１通（切手不要） 

（郵便で入学願書を提出する場合は、上記

に加えて志願者の郵便番号・住所・氏名を

記した日本工業規格 長形３号(120㎜×235

㎜)の封筒をもう１通（切手不要）同封す

ること） 

カ 封 筒 ② 志願者全員 日本工業規格 長形３号(120㎜×235㎜) 

志願者の中学校名・氏名を「・・様」と記

した封筒１通（切手不要） 

キ 事情説明書 保護者が県外に居住する者（県外からの志

願者を除く。） 

様式自由 

保護者の居住地以外の事情で志願先高等学

校長が必要と認めた場合は、出願後におい

ても、提出を求めることがある。 
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ク 県外入学志願 

  承 認 書 

他の都道府県からの志願者 様式20 

ケ 自己申告書 

 

志願者のうち中学校において欠席日数が多

い状況や理由等について説明する必要があ

る者は、自己申告書を志願先高等学校長に

提出することができる。提出できる者は、

第３学年の欠席日数が30日以上の者とする

が、30日未満の日数であっても希望する者

は提出することができる。 

様式25 

自己申告書を提出する場合は、厳封の上、

志願先高等学校長あて親展として中学校長

へ提出する。 

コ 志願先高等学校

長が定める書類 

該当者のみ 志願先高等学校が定める「前期募集選抜方

法」に示す。 

サ 帰国生徒等に関

する事情説明書 

該当者のみ（中学校長が調査書所定の様式

への記載が困難と判断した場合） 

様式24 

 

  (2) 入学審査料 

     県立高等学校志願者は、入学審査料に相当する額面の「山梨県収入証紙」を入学願書の所定の欄に貼

付する。また、甲府市立甲府商業高等学校志願者は、入学願書に入学審査料（現金）を添える。 

       既納の入学審査料は、還付しない。 

       区       分     入 学 審 査 料 

 全日制課程  県立高等学校         2,200 円 

 甲府商業高等学校         2,200 円 

 

 (3) 中学校長の手続 

   ア 中学校長は、調査書（様式６）、出願者一覧表（様式７）及び学習活動及び生活状況に関する所見

（様式９）を作成し、出願期限までに志願先高等学校長に提出しなければならない。 

     なお、高等学校入学者選抜処理システム（以下「入試処理システム」という。）を導入している中学

校においては、調査書、出願者一覧表及び学習活動及び生活状況に関する所見は、入試処理システムに

より出力されたものとし、提出の際、入試処理システム用記憶媒体を添えること。また、出願者一覧表

の記入にあたっては、その注意事項をよく確認すること。 

   イ 中学校長は、中学校において第３学年の欠席日数が 30 日以上の者について、欠席日数が多い状況や

理由等を説明する「欠席日数の多い生徒に関する事情説明書」（様式 26）を志願先高等学校長に提出

する。欠席日数が 30 日未満の者についても中学校長が必要と認める場合は、「欠席日数の多い生徒に

関する事情説明書」を提出することができる。 

   ウ 帰国生徒等（海外帰国生徒、移住生徒及び外国籍生徒）の調査書について、所定の様式への記載が困

難な場合は、志願者に「帰国生徒等に関する事情説明書」（様式24）を提出させる。 

 ４ 出願上の注意 

  (1) 出願書類の志願者氏名 
ア 志願者が作成する書類の署名欄については、志願者本人が住民票記載の文字（指導要録と一致する：

以下「本名」という。）で自署する。なお、外国籍生徒等で本名が長くなる場合には、入学願書に明記

することで、本名を省略した氏名（以下「略称」という。）の使用を可とする。 
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イ 受検に際して略称を使用する外国籍生徒等は、入学願書の署名欄に、本名の後ろに（ ）を付して略

称を併記する。なお、受検票には略称のみ記入すること。 
ウ 中学校長が作成する書類の志願者氏名について、志願者が特定できる場合は略字や略称の使用も可と

する。なお、外国籍生徒等が略称を使用する場合には、調査書の「その他特記事項」に本名と上記 イ 
の略称を併記すること。 

  (2) 出願書類の順序 

    出願者一覧表に添える出願書類の順序は、次のとおりとする。 

    入学願書を一番上にし、学習活動及び生活状況に関する所見、志願理由書、確約書、調査書、その他の

書類（県外入学志願承認書、事情説明書等）、封筒①、封筒②、の順に重ね、志願者ごとにクリップで留

めること。 

 

第４ 高等学校長の措置 

 １ 高等学校長は、入学願書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、所要の事項を記入したう

えで、受検票を志願者に交付又は郵送する。その際、中学校には、受検番号を記載した出願者一覧表の写し

を交付する。 

 ２ 高等学校長は、志願者数を出願期間中、募集形態に応じた学科・小学科・コースごとに毎日学校内に掲示

する。 

 ３ 高等学校長は、入学願書の受付締切後、直ちに志願者数を２に準じて学校内に掲示するとともに、山梨県

教育委員会教育長(以下「教育長」という。）に報告する。 

 

第５ 調査書及び５段階評定集計表 

 １ 調査書作成委員会 

  (1) 中学校長は、調査書及び５段階評定集計表の作成に当たっては、厳正公平を期するため、調査書作成委

員会を設け作成する。 

  (2) 調査書作成委員会は、中学校長を委員長とし、校長の指名する当該中学校の教員若干名をもって組織す

る。 

 ２ 調査書作成上の注意 

   次表による。 

 

  調査書作成上の注意事項 

    中学校を平成 29 年３月に卒業する見込み又は修了する見込みの者の第３学年の記録は、平成 28 年 12 月末

日をもって評価したものを記入する。 

 

項   目 中学校を卒業する見込み又は修了する見込みの者 

 各教科の 

 学習の記録 

 

学習の記録は、指導要録から転記する。ただし、３学年の記録は、指導要録記入要領によ

り記入する。 

 
 総合的な 

 学習の時間 

 欠席の記録 欠席の主な理由欄には、具体的に病名や事故の内容等を記入する。 

 行動の記録 行動の状況については、指導要録記入要領により記入する。 

 進路の希望 高校卒業後の進路希望を記入する。 
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 特別活動 

 の 記 録 

①活動の事実については、学年ごと内容ごとに具体的に記入する。 

②上記の実績等顕著なものを学年ごとに諸活動の記録欄に記入する。 

 校外活動 

 の 記 録 
社会スポーツ、文化、ボランティア活動等への参加状況を学年ごとに記入する。 

 健康に関す 

 る特記事項 
本人について特に配慮が必要なことについて記入する。 

 そ の 他 

 特記事項 

①留学、研修等を記入する。 

②趣味、特技、その他特に顕著なことについて記入する。 

 

 ３ ５段階評定集計表作成上の注意 

  (1) 分校をもつ中学校は、本校、分校別にそれぞれ作成する。 

  (2) 「在籍数」の欄は、平成28年12月末日における第３学年の在籍生徒数を記入する。 

  (3) 「評定段階別人数」の欄は、学年ごと、教科ごと及び評定ごとに人数を記入する。 

  (4) 「評定平均」の欄は、教科ごとに小数点第２位を四捨五入したものを記入する。 

    (5)  中学校長は、平成 28 年 12 月末日をもって評価した卒業見込者全員による５段階評定集計表（様式

８）を作成し、平成 29 年２月 27 日(月)までに、教育長に提出しなければならない。この場合において、

５段階評定集計表は、入試処理システムを導入している中学校においては、入試処理システムにより出

力されたものとし、提出の際、入試処理システム用記憶媒体を添えること。 

     また、提出先は、山梨県教育庁高校教育課(以下｢高校教育課｣という。)とする。 

 

第６ 学習活動及び生活状況に関する所見 

 １ 「学習活動及び生活状況に関する所見」の基本的事項 

学習活動及び生活状況に関する所見（様式９）は、志願者の学習活動及び生活状況について中学校長が 

３つの基準、Ａ（十分満足できる）、Ｂ（満足できる）、Ｃ（努力を要する）を用いて所見を記入する。 

授業に向かう姿勢、学校行事等への取り組み、学校のきまり等の遵守の３つの項目全てにおいて、特に優

れている生徒はＡ（十分満足できる）、３つの項目において、努力を要する項目が一つでもある生徒はＣ

（努力を要する）、それ以外の生徒はＢ（満足できる）とする。なお、志願者がＣ（努力を要する）にあた

る場合は、上記の３つの項目（様式９の<努力を要する事項>）の中から該当する項目を選んで記入する。 

 ２ 「学習活動及び生活状況に関する所見」の作成上の注意 

学習活動及び生活状況に関する所見は、平成 26 年４月１日から平成 28 年 12 月末日までをもって評価し

たものを記入する。また、中学校長は、学習活動及び生活状況に関する所見の作成に当たっては、調査書作

成委員会等を活用し、厳正公平を期すこと。 

     

第７ 検査 

 １ 受検者 

   志願者全員とする。 

 ２ 検査方法 

  (1) 全ての学科及びコースにおいて面接を実施する。 

  (2) 面接のほか、志願先高等学校長が必要と認める場合は、特色適性検査、特技、個性表現のいずれか（複

数可）を併せて実施することができる。 

  (3) 各高等学校において実施する検査方法は、「前期募集選抜方法」に示す。 
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  (4) 面接、特色適性検査、特技及び個性表現の実施方法等詳細については、別途教育長の通知により、志願

先高等学校長が定める。  

３ 検査会場 

   各志願先高等学校とする。 

 ４ 検査期日 

   平成 29 年２月２日(木)及び２月３日(金)とする。ただし、検査を１日で行う場合は２月２日(木)に実施

するものとする。集合時間、検査時間等は各高等学校長が指示する。  

 

第８ 選抜方法 

 １ 各高等学校が定める「選抜資料比重」に基づき、調査書、学習活動及び生活状況に関する所見、面接及び

志願先高等学校長が定める検査の成績を総合判定し、選抜する。 

 ２ 普通科に設置されているコースのうち、前期募集でコース指定を行う高等学校については、当該高等学校

が定める「前期募集選抜方法」に基づき、普通科の入学許可予定者のうちコースを希望している者を対象と

して、得点の上位順にコースに指定する。コースの指定に漏れた者のうちコース以外に普通科を希望しない

者は、入学許可予定者から除き、それに相当する数の者を、当初の入学許可予定者以外の者から選抜する。 

   なお、前期募集では、コース希望者を普通科とは別枠で選抜することもできる。この場合は、事前に「前

期募集選抜方法」で選抜方法等を明示する。 

 ３ 志願者から「帰国生徒等に関する事情説明書」、「自己申告書」、中学校長から「欠席日数の多い生徒に

関する事情説明書」の提出を受けた高等学校長は、それらを総合判定の参考資料とすることができる。ま

た、必要に応じて個人面接を実施することができ、その場合においても、面接の結果を総合判定の参考資

料とすることができる。 

 

第９ 入学許可予定者の内定期日 

   志願先高等学校長は、平成29年２月９日(木)午前11時から午後４時までの間に中学校長に、校長あての

前期募集選抜結果内定通知書及び受検者あての前期募集選抜結果通知書を交付する。直接受領する場合は、

前期募集選抜結果内定通知書・前期募集選抜結果通知書受領書（様式 13）と受領者本人であることを確認

できるものを持参する。 

      ただし、中学校長が事前に前期募集選抜結果内定通知書・前期募集選抜結果通知書郵送依頼書(様式 12)

により依頼した場合は、郵送等をもって中学校長に校長あての前期募集選抜結果内定通知書及び受検者あて

の前期募集選抜結果通知書を交付する。 

 

第10 後期募集への出願 

 １ 前期募集入学許可予定者として内定された者（以下「入学内定者」という。）は、後期募集へ出願するこ

とができない。 

 ２ 入学内定者とならなかった者は、改めて後期募集へ出願することができる。この場合において、その出願

については、Ⅲの「第３ 出願方法」による。 

 

第11 入学許可予定者の発表 

       平成29年３月14日(火)午前11時に各志願先高等学校において入学内定者の受検番号を掲示するととも

に、入学内定者に郵送により通知する。 
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 Ⅲ 全日制の課程における後期募集  

 

第１ 募集人員 

   後期募集の募集人員は、募集定員から前期募集の入学内定者の数を減じた数をもとに、教育委員会が定め

る。 

 

第２ 出願資格 

      後期募集に出願できる者は、次の１から６のいずれかの条件を満たす者とする。ただし、出願時に高等学

校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部に在学している者は、出願することができない。

また、既に高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部を卒業している者は、卒業時と同一の学科

に出願することはできない。 

  １ 中学校を卒業若しくは修了した者又は平成29年３月に卒業する見込み若しくは修了する見込みの者 

 ２ 外国において、学校教育における９年の課程を修了した者又は平成29年３月に修了する見込みの者 

 ３ 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了し

た者又は平成29年３月に修了する見込みの者 

 ４ 中学校を卒業した者と同等以上の学力を有する者として文部科学大臣の指定した者 

 ５ 保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子等で、文部科学大臣が別に定めるところにより、中学校

を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者 

 ６ その他高等学校において、中学校を卒業し、又は修了した者と同等以上の学力があると認めた者 

 

第３ 出願方法 

 １ 出願の制限 

   (1) 出願は、１人１校とする。 

    (2) 入学内定者は、後期募集に出願することはできない。 

   (3) 他の都道府県から入学を志願する者（他の都道府県の中学校を卒業した者又は平成 29 年３月卒業見込

みの者をいう。）の扱いについては、別記１による。 

     なお、前期募集に出願し入学内定とならなかった者で、次のいずれかに該当する者は、県外入学志願の

承認は既に受けているものとし、新たに承認を受ける必要はない。 

     ア 別記１の２の(1)又は(2)で承認を受けた者 

     イ 別記１の２の(5)で承認を受けた者で、前期募集と同一の高等学校を志願する者 

       ウ  別記１の２の(4)で承認を受けた者で、前期募集と同一の高等学校の同一学科を志願する者 

    (4) 帰国生徒等（海外帰国生徒、移住生徒及び外国籍生徒）特別措置の適用を受けようとする者の扱いにつ

いては、別記２による。 

  (5) 定時制及び通信制の課程における入学者選抜と併願することはできない。また、特別支援学校高等部と

併願することもできない。 

  (6) 志願先高等学校に普通科、専門教育学科、総合学科、職業に関する学科の２学科以上が設置されている

場合、次に示す学科間で第２希望まで志望順位を付けることができる。 

・普通科と専門教育学科 

・北杜高等学校及び笛吹高等学校の普通科と総合学科 

・都留興譲館高等学校の普通科と工業科 

  (7) 志願先高等学校に職業に関する２つ以上の小学科があり、小学科別に募集を実施している場合、職業に

関する学科を志願する者は、その小学科に第２希望まで志望順位を付けることができる。 
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 ２ 出願期間 

   平成 29 年２月 20 日（月）（一括受付）、２月 21 日（火）の午前９時から午後４時まで及び２月 22 日

（水）の午前９時から正午までとする。 

      なお、２月 20 日（月）に総合教育センターにおいて実施する一括受付については別に定めるものとし、

当日は各高等学校窓口での出願受付を行わない。 

      ただし、出願期間後においても、他の都道府県から入学を志願する者及び帰国生徒等特別措置の適用を受

けようとする者で、特にやむを得ない事情のある者については、必要な手続きを経た後、２月 27 日（月）

の午後４時まで出願できるものとする。 

 

     月 日   曜日 県内中学校からの出願 県内中学校以外からの出願 

２月20日 月  総合教育センターで 

 県内一括受付 

 持参不可 

２月21日 火  各高等学校窓口で 

 午前９時から午後４時まで受付 

 各高等学校窓口で 

 午前９時から午後４時まで受付 

２月22日     水  各高等学校窓口で 

 午前９時から正午まで受付 

 各高等学校窓口で 

 午前９時から正午まで受付 

※ 県内中学校以外からの出願で、願書を持参する場合、２月 21 日（火）の午前９時から午後４時まで及

び２月22日（水）の午前９時から正午までとする。 

※ 県内中学校以外からの出願の場合、郵送（書留に限る）も可とするが、２月 22 日（水）正午までに各

高等学校必着のこと。 

 ３ 出願手続 

  (1) 志願者は、次の書類を在学又は出身の中学校の校長（以下「中学校長」という。）を経由して、志願先

高等学校長に提出する。 

 

提 出 書 類 提 出 を 要 す る 者 摘      要 

ア 入 学 願 書 志願者全員 様式２ 

イ  写     真 

（ 白黒・カラー 

いずれも可 ） 

志願者全員（入学願書に貼付） 平成28年12月１日以降に撮影した、縦４cm

×横３cmの上半身、正面、脱帽のもの。 

裏面に中学校名及び氏名を記載すること。 

ウ 封     筒 志願者全員 日本工業規格 角形２号(240㎜×332㎜) 

志願者の郵便番号・住所・氏名を「・・

様」と記した封筒１通（切手不要） 

（郵便で入学願書を提出する場合は、上記

に加えて志願者の郵便番号・住所・氏名を

記した日本工業規格 長形３号(120㎜×235

㎜)の封筒をもう１通（切手不要）同封す

ること） 

エ 学習成績証明書 

    又はその提出不 

    能を証する書類 

調査書（様式６）が提出できない者 様式自由 
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オ 事 情 説 明 書 保護者が県外に居住する者（県外からの志

願者を除く。） 

 

様式自由 

保護者の居住地以外の事情で志願先高等学

校長が必要と認めた場合は、出願後におい

ても、提出を求めることがある。 

カ 県外入学志願 

  承 認 書 

他の都道府県からの志願者 様式20 

「１ 出願の制限」の(3)で新たに承認を

受ける必要はないとされた者については、

県外入学志願承認書の写しを提出する。 

キ 自 己 申 告 書 志願者のうち中学校において欠席日数が多

い状況や理由等について説明する必要があ

る者は、自己申告書を志願先高等学校長に

提出することができる。提出できる者は、

第３学年の欠席日数が30日以上の者とする

が、欠席日数が30日未満の日数であっても

希望する者は提出することができる。 

様式25 

自己申告書を提出する場合は、厳封の上、

志願先高等学校長あて親展として中学校長

へ提出する。 

ク 帰国生徒等特別 

   措置適用承認書 

帰国生徒等特別措置の適用を受けた者 様式23 

 

  (2) 入学審査料 

     県立高等学校志願者は、入学審査料に相当する額面の「山梨県収入証紙」を入学願書の所定の欄に貼付

する。また、甲府市立甲府商業高等学校志願者は、入学願書に入学審査料（現金）を添える。 

     既納の入学審査料は、還付しない。 

    区      分     入 学 審 査 料   

 全日制課程  県立高等学校       2,200 円 

 甲府商業高等学校      2,200 円 

 

  (3) 中学校長の手続 

   ア 中学校長は、調査書（様式６）及び出願者一覧表（様式７）を作成し、出願期限までに志願先高等学

校長に提出しなければならない。 

     なお、入試処理システムを導入している中学校においては、調査書及び出願者一覧表は、入試処理シ

ステムにより出力されたものとし、提出の際、入試処理システム用記憶媒体を添えること。また、出

願者一覧表の記入にあたっては、その注意事項をよく確認すること。 

   イ 中学校長は、平成 27 年度以前の卒業者及び県外からの志願者については、調査書及び当該者のみの

出願者一覧表を手書きにより作成し、出願期限までに志願先高等学校長に提出しなければならない。 

   ウ 中学校長は、中学校において第３学年の欠席日数が 30 日以上の者について、欠席日数が多い状況や

理由等を説明する「欠席日数の多い生徒に関する事情説明書」（様式 26）を志願先高等学校長に提出

する。欠席日数が 30 日未満の者についても中学校長が必要と認める場合は、「欠席日数の多い生徒に

関する事情説明書」を提出することができる。 

   エ 日本国内の中学校に在籍せず、在外教育施設等から出願する者のうち、調査書又は５段階評定集計表

が提出不能な場合は、在学（出身）校が発行する成績・単位修得証明書又はそれに準ずるもの（在外

教育施設以外は、英文で記載されたものが望ましい。）によることができる。 
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   オ 帰国生徒等（海外帰国生徒、移住生徒及び外国籍生徒）特別措置の適用を受けようとする者の扱いに

ついては、別記２による。 

 ４ 出願上の注意 

  (1) 出願書類の志願者氏名 
ア 志願者が作成する書類の署名欄については、志願者本人が住民票記載の文字（指導要録と一致する：

以下「本名」という。）で自署する。なお、外国籍生徒等で本名が長くなる場合には、入学願書に明記

することで、本名を省略した氏名（以下「略称」という。）の使用を可とする。 
イ 受検に際して略称を使用する外国籍生徒等は、入学願書の署名欄に、本名の後ろに（ ）を付して略

称を併記する。なお、受検票には略称のみ記入すること。 
ウ 中学校長が作成する書類の志願者氏名について、志願者が特定できる場合は略字や略称の使用も可と

する。なお、外国籍生徒等が略称を使用する場合には、調査書の「その他特記事項」に本名と上記 イ 
の略称を併記すること。 

  (2) 出願書類の順序 

    出願者一覧表に添える出願書類の順序は、次のとおりとする。 

    入学願書を一番上にし、調査書、その他の書類（県外入学志願承認書又はその写し、事情説明書等）、

封筒の順に重ね、志願者ごとにクリップで留めること。 

 

第４ 志願変更 

 １ 志願変更の可否 

  (1) 志願者は、入学願書の受付締切後、１回に限り志願先高等学校、課程、学科、コース等を変更すること

ができる。同一高等学校の職業に関する小学科の志望順位についても、同様とする。 

    (2) 県外入学志願承認者で、次のいずれかに該当する者は承認条項を満たしているとし、新たに承認を受け

る必要はないが、いずれにも該当しない者は、志願変更期間中に新たに志願変更先高等学校長の承認を

受ける必要がある。 

      ア 別記１の２の(1)又は(2)で承認された者 

      イ 別記１の２の(5)で承認された者で、同一高等学校内で志願変更する者 

    (3) 志願変更先高等学校において帰国生徒等特別措置の適用を受けようとする場合は、志願変更先高等学校

長の承認を受ける必要がある。 

 ２ 志願変更願提出期間 

   平成29年２月23日(木)、２月24日（金）及び２月27日(月)の午前９時から午後４時までとする。 

 ３ 志願変更の手続 

  (1) 入学願書の受付締切後、次の項目について、志願の変更を希望する者は、すでに交付された受検票を添

え、中学校長を経由して志願変更願（様式14）を、入学願書を提出した高等学校長に提出する。 

        ア 志願先高等学校、課程、学科の変更（第２希望も含む） 

        イ 同一高等学校の職業に関する小学科の志望順位の変更 

        ウ 普通科のコース希望の有無の変更 

        エ 普通科のコース指定に漏れた場合の選択の変更 

    (2) 志願変更願を受理した高等学校長は、直ちに所要事項を確認のうえ、志願変更通知書(様式 15)を交付

するとともに（同一の高等学校における学科、コース等の志願変更の場合は除く。）、入学願書を除くそ

の他の出願書類を中学校長に返戻する。その際、調査書の確認欄に高校職印を押印すること。なお、自己

申告書は高校側で厳封のうえ返戻する。  

        この場合において、同一の高等学校における学科、コース等の志願変更については、入学願書を除くそ

の他の出願書類の返戻を省略することができる。 
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   (3) 志願の変更を希望する者は、新たな入学願書（写真貼付）に返戻された出願書類及び志願変更通知書を

添えて、中学校長を経由して志願変更先高等学校長に提出する。 

        なお、他の都道府県からの志願者で新たに志願変更先高等学校長の承認を受けた者又は帰国生徒等特別

措置の適用を受けようとする者で新たに志願変更先高等学校長の承認を受けた者は、承認書も併せて提

出する。 

    (4) 中学校長は、志願の変更を希望する者のみの新たな出願者一覧表及び当該者のみの入試処理システム用

記憶媒体を志願変更先高等学校長に提出する。 

    (5) 県立高等学校間以外の志願変更に係る入学審査料については、「第３ 出願方法」の「３ 出願手続

(2)」に準ずる。  

    (6) 全日制の課程から定時制の課程に志願変更する場合は、入学審査料の差額(1,250円)は還付しない。 

    (7) 郵送による志願変更は認めない。 

 

第５ 高等学校長の措置 

 １ 志願先高等学校長は、入学願書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、所要の事項を記入

したうえで、受検票を志願者に交付又は郵送する。その際、中学校には、受検番号を記載した出願者一覧

表の写しを交付する。 

 ２ 志願先高等学校長は、志願者数を出願期間中、募集形態に応じた学科・小学科・コースごとに毎日学校内

に掲示する。 

 ３ 志願先高等学校長は、入学願書の受付締切後、直ちに志願者数を２に準じて学校内に掲示するとともに、

教育長に報告する。 

 

第６ 調査書及び５段階評定集計表 

 １ 調査書作成委員会 

  (1) 中学校長は、調査書及び５段階評定集計表の作成に当たっては、厳正公平を期するため、調査書作成委

員会を設け作成する。 

   (2) 調査書作成委員会は、中学校長を委員長とし、校長の指名する当該中学校の教員若干名をもって組織す

る。 

 ２ 調査書作成上の注意 

   次表による。 

 

 

  調査書作成上の注意事項 

    中学校を平成29年３月に卒業する見込み又は修了する見込みの者の第３学年の記録は、平成29年１月末日

をもって評価したものを記入する。 

中学校を卒業又は修了した者の記録は、指導要録から転記する。ただし、卒業から５年を経過した者の記

録は、氏名、入学・転入年月日、卒業年月日及び保護者の住所以外は記入の必要はない。 

項  目 中学校を卒業する見込み又は修了する見込みの者及び卒業又は修了した者 

各教科の 

学習の記録 

学習の記録は、指導要録から転記する。ただし、中学校を卒業する見込み又は修了する見込み

の者の３学年の記録は、指導要録記入要領により記入する。 

総合的な 

学習の時間 
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欠席の記録  欠席の主な理由欄には、具体的に病名や事故の内容等を記入する。 

行動の記録  行動の状況については、指導要録記入要領により記入する。 

進路の希望  高校卒業後の進路希望を記入する。 

特別活動 

の 記 録 

 ①活動の事実については、学年ごと内容ごとに具体的に記入する。 

 ②上記の実績等顕著なものを学年ごとに諸活動の記録欄に記入する。 

校外活動 

の 記 録 
 社会スポーツ、文化、ボランティア活動等への参加状況を学年ごとに記入する。 

健康に関す 

る特記事項 
 本人について特に配慮が必要なことについて記入する。 

そ の 他 

特記事項 

 ①留学、研修等を記入する。 

 ②趣味、特技、その他特に顕著なことについて記入する。 

 

 ３ ５段階評定集計表作成上の注意 

  (1) 分校をもつ中学校は、本校、分校別にそれぞれ作成する。 

  (2) 「在籍数」の欄は、平成29年１月末日における第３学年の在籍生徒数を記入する。 

  (3) 「評定段階別人数」の欄は、学年ごと、教科ごと及び評定ごとに人数を記入する。 

  (4) 「評定平均」の欄は、教科ごとに小数点第２位を四捨五入したものを記入する。 

  (5) 中学校長は、平成29年１月末日をもって評価した卒業見込者全員による５段階評定集計表(様式８)を

作成し、平成 29 年２月 27 日(月)までに、教育長に提出しなければならない。この場合において、入試

処理システムを導入している中学校においては、５段階評定集計表は、入試処理システムにより出力さ

れたものとし、提出の際、入試処理システム用記憶媒体を添えること。 

 また、提出先は、高校教育課とする。 

 

第７ 学力検査 

 １ 受検者 

   志願者全員とする。 

 ２ 検査教科及び配点 

  (1) 検査教科 

    国語、社会、数学、理科及び英語の５教科とする。ただし、英語はリスニングによる検査を含む。 

  (2) 配点 

    配点は、各検査教科100点とする。ただし、専門教育学科の選抜及び普通科のコース指定については、

検査教科の配点を変えて行うことがある。（傾斜配点教科及び傾斜割合については、別表１「入学者選抜

における傾斜配点教科及び傾斜割合一覧表」による。） 

 ３ 問題作成 

   問題作成は、教育委員会が行う。 

 ４ 検査会場 

   各志願先高等学校とする。 



13

５ 検査期日 

   平成29年３月７日(火)  集合８時50分   国語  ９時30分～10時25分 

                                              社会  10時40分～11時25分 

                                              数学  11時40分～12時25分 

                                              英語  13時30分～14時15分 

                                              理科  14時30分～15時15分 

 

第８ 選抜方法 

 １ 志願先高等学校長は、各高等学校・学科等の特色に配慮しつつ、その教育を受けるに足る能力・適性等を

調査書の記録及び学力検査の成績により総合判定し、選抜する。 

 ２ 判定に当たっては、調査書の記録と学力検査の成績を同等に扱う。なお、調査書の判定方法は、次のとお

りとし、具体的な方法は、別途教育長が指示する。 

    (1) 調査書の「各教科の学習の記録」の必修９教科については、次の方法で成績の評定合計を求める。 

     ア 各学年の学力検査実施教科（以下「実施教科」という。）の評定の計を求め、これに２を乗じて実施教

科の調整評定小計とする。 

     イ 各学年の学力検査不実施教科（以下「不実施教科」という。）の評定の計を求め、これに３を乗じて不

実施教科の調整評定小計とする。 

     ウ 各学年の実施教科の調整評定小計と不実施教科の調整評定小計の和を求め、これを全学年必修９教科の

成績の評定合計とする。 

    (2) 「特別活動の記録」、「校外活動の記録」及び「その他特記事項」については、各高等学校長が定めた

基準により、１～３０の段階で評定する。 

 ３ 志願者から「自己申告書」、中学校長から「欠席日数の多い生徒に関する事情説明書」の提出を受けた高

等学校長は、それらを総合判定の参考資料とすることができる。また、必要に応じて個人面接を実施するこ

とができ、その場合、面接の結果を総合判定の参考資料とすることができる。 

 ４ 志願先高等学校長は、調査書の「各教科の学習の記録」のうち、評定の全て又は一部が記入されていない

志願者に、必要に応じて個人面接を実施することができる。その場合、面接の結果を総合判定の参考資料と

することができる。 

 ５ 「第３ 出願方法」の「１ 出願の制限(6)」に示された学科間の第２希望に関する選抜は、以下の手順

による。 

まず募集人員の 90％をその学科を第１希望とする者から選抜（端数切捨て）し、残りの募集人員につい

て、90％枠の選抜に漏れた第１希望とする者に、その学科を第２希望とする者を加えて、差をつけずに選抜

する。ただし、各学科の残り 10％枠内に同一の出願者がある場合は、第１希望の学科を優先しなければな

らない。なお、その学科を第１希望とする受検者が募集人員の 90％に達しない場合は、その達しない数を

その学科を第２希望とする者から選抜する。 

 ６ 普通科に設置されているコース（白根高等学校及び山梨高等学校を除く。）への指定については、普通科

の入学許可予定者のうちコースを希望している者を対象として、当該高等学校が定める学力検査の結果又は

学力検査の結果を傾斜配点で換算した資料（小数点第１位まで表記）に基づき、得点の上位順にコースに指

定する。 

   コースの指定に漏れた者のうち、コース以外に普通科を希望しない者は入学許可予定者から除き、それに

相当する数の者を、当初の入学許可予定者以外の者から、調査書の記録及び学力検査の結果を総合判定し

成績の上位順に選抜する。 

 ７ 志願先高等学校長は、特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得て面接及び健康診断を行うこと

ができる。 
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第９ 入学許可予定者の発表 

   平成 29 年３月 14 日(火)午前 11 時に各志願先高等学校において入学許可予定者の受検番号を掲示すると

ともに、入学許可予定者に郵送により通知する。 

 

 

 Ⅳ 全日制の課程における再募集  

 

第１ 実施校 

      後期募集の結果、高等学校において、入学許可予定者が学科の募集定員に満たない場合は、再募集を実施

する。 

 

第２ 募集人員等 

   教育委員会が発表する高等学校、学科及び人員とする。 

 

第３ 出願資格 

   再募集に出願できる者は、全日制課程における後期募集又は定時制の課程における入学者選抜の学力検査

受検者（病気等やむを得ない理由により学力検査を受検することができなかったと志願先高等学校長が認め

る者（以下「未受検者」という。）を含む。）で、出願時に、県内の公・私立のいずれの高等学校にも合格

していない者とする。 

 

第４ 出願方法 

 １ 出願の制限 

  (1) 出願は、１人１校とする。 

  (2) 県外入学志願承認者は、Ⅲの「第４  志願変更」の「１ 志願変更の可否(2)」に準ずる。 

  (3) 定時制及び通信制の課程と併願することはできない。また、特別支援学校高等部の再募集と併願するこ

ともできない。 

  (4)  志願先高等学校に普通科、専門教育学科、総合学科、職業に関する学科の２学科以上があり、２学科

以上で募集を実施している場合、次に示す学科間で第２希望まで志望順位を付けることができる。 

・普通科と専門教育学科 

・北杜高等学校及び笛吹高等学校の普通科と総合学科 

・都留興譲館高等学校の普通科と工業科 

  (5) 志願先高等学校に職業に関する２つ以上の小学科があり、小学科別に２つ以上で募集を実施している場

合、職業に関する学科を志願する者は、その小学科に第２希望まで志望順位を付けることができる。 

 ２ 出願期間 

   平成 29 年３月 14 日(火)の午後１時から午後４時まで、３月 15 日(水)の午前９時から午後４時まで及び

３月16日(木)の午前９時から正午までとする。 

 ３ 出願手続 

   (1) 再募集志願者は、Ⅲの「第３ 出願方法」の「３ 出願手続」の項に準じた書類に加え、誓約書(様式

16)を、中学校長を経由して志願先高等学校長に提出する。ただし、入学願書は様式３とする。この場合

において、未受検者は、入院証明書等、受検が不可能であったことを証明する書類を併せて提出する。 

     また、他の都道府県からの志願者は、県外入学志願承認書の写し又は新たに受けた県外入学志願承認書

を提出する。 



15

  (2) 入学審査料 

     県立高等学校志願者は、入学審査料に相当する額面の「山梨県収入証紙」を入学願書の所定の欄に貼付

する。また、甲府市立甲府商業高等学校志願者は、入学願書に入学審査料（現金）を添える。 

     既納の入学審査料は、還付しない。 

 

   区      分     入 学 審 査 料   

 全日制課程  県立高等学校       2,200 円 

 甲府商業高等学校      2,200 円 

 

 (3) 中学校長は、誓約書の内容を審査し、適当と認めるときは証明のうえ調査書（様式６）及び出願者一覧

表（様式７）を作成する。調査書及び出願者一覧表は、入試処理システムを導入している中学校におい

ては入試処理システムにより出力されたものとし、提出の際、入試処理システム用記憶媒体を添えるこ

と。（平成 27 年度以前の卒業者の再募集志願者及び県外からの再募集志願者を除く。）また、出願者一

覧表の記入にあたっては、その注意事項をよく確認すること。 

なお、志願先高等学校長への入学願書等の提出にあたって、未受検者については、入院証明書等を添

付すること。 

    (4) 中学校長は、再募集志願者が学力検査を受検した高等学校長（未受検者については、志願先高等学校

長）に、学力検査成績証明書等送付願（様式 17）を提出する。ただし、学力検査受検と同一の高等学校

に出願する場合は、この限りでない。 

(5) 中学校長は、中学校において第３学年の欠席日数が 30 日以上の者について、欠席日数が多い状況や理

由等を説明する「欠席日数の多い生徒に関する事情説明書」（様式 26）を志願先高等学校長に提出する。

欠席日数が 30 日未満の者についても中学校長が必要と認める場合は、「欠席日数の多い生徒に関する事

情説明書」を提出することができる。 

    (6) 学力検査成績証明書等送付願を受理した高等学校長は、直ちに再募集志願者の学力検査成績証明書（様

式 18）（未受検者については、様式 18 を学力検査未受検証明書とする。）を志願先高等学校長に送付す

る。なお、再募集志願者が帰国生徒等特別措置対象者である場合は、申立書（様式 21）の写しを同封す

ること。 

    (7) 出願書類を受理した志願先高等学校長は、受検票を志願者に交付又は郵送する。 

 

第５ 志願変更 

   入学願書の提出後、志願の変更をすることはできない。 

 

第６ 高等学校長の措置 

   Ⅲの「第５ 高等学校長の措置」に準ずる。 

 

第７ 検査 

 １ 受検者 

   志願者全員とする。 

 

 ２ 検査方法 

  (1) 面接のほか、作文又は新たに学力検査を行う。 
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  (2) 作文又は新たに行う学力検査の実施決定、学力検査による場合の検査教科等については、志願先高等学

校長が定め、別途発表する。 

 ３ 検査会場 

   各志願先高等学校とする。 

４ 検査期日 

      平成29年３月17日(金)   集   合  午前８時50分 

                                  点呼・注意    午前９時～ 

                                  検   査    午前９時20分～ 

 

第８ 選抜方法 

 １ 志願先高等学校長は、全日制の課程における後期募集又は定時制の課程における入学者選抜の学力検査の

成績及び調査書の記録と併せて、再募集に当たって実施する面接の結果並びに作文又は新たに行う学力検

査の結果を総合判定し、選抜する。 

 ２ 志願者から「自己申告書」、中学校長から「欠席日数の多い生徒に関する事情説明書」の提出を受けた高

等学校長は、それらを総合判定の参考資料とすることができる。また、必要に応じて個人面接を実施するこ

とができ、その場合においても、面接の結果を総合判定の参考資料とすることができる。 

 

第９ 入学許可予定者の発表 

   平成 29 年３月 22 日(水)午前 11 時に各志願先高等学校において入学許可予定者の受検番号を掲示すると

ともに、入学許可予定者に郵送により通知する。 

 

 

 Ⅴ 定時制の課程における入学者選抜  

 

第１ 出願資格 

      定時制の課程に出願できる者は、次の１から６のいずれかの条件を満たす者とする。ただし、出願時に高

等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部に在学している者は、出願することができな

い。また、既に高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部を卒業している者は、卒業時と同一の

学科に出願することはできない。 

  １ 中学校を卒業若しくは修了した者又は平成29年３月に卒業する見込み若しくは修了する見込みの者 

 ２ 外国において、学校教育における９年の課程を修了した者又は平成29年３月に修了する見込みの者 

 ３ 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了し

た者又は平成29年３月に修了する見込みの者 

 ４ 中学校を卒業した者と同等以上の学力を有する者として文部科学大臣の指定した者 

 ５ 保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子等で、文部科学大臣が別に定めるところにより、中学校

を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者 

 ６ その他高等学校において、中学校を卒業し、又は修了した者と同等以上の学力があると認めた者 

 

第２ 出願方法 

 １ 出願の制限 

  (1) 出願は、１人１校とする。 

   (2) 入学内定者は、出願することはできない。 
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  (3) 他の都道府県から入学を志願する者（他の都道府県の中学校を卒業した者又は平成 29 年３月卒業見込

みの者をいう。）の扱いは別記１によるが、既に承認を受けている者は、２の(3)により承認を受けてい

る者とみなす。 

  (4)  帰国生徒等（海外帰国生徒、移住生徒及び外国籍生徒）特別措置の適用を受けようとする者の扱いにつ

いては、別記２による。 

  (5)  全日制及び通信制の課程と併願することはできない。また、特別支援学校高等部と併願することもでき

ない。 

  (6)  中央高等学校を志願する者は、学科・部にとらわれず、第２希望まで志望順位を付けることができる。 

 ２ 出願期間 

   平成 29 年２月 20 日（月）（一括受付）、２月 21 日（火）の午前９時から午後４時まで及び２月 22 日

（水）の午前９時から正午までとする。 

      なお、２月 20 日（月）に総合教育センターにおいて実施する一括受付については別に定めるものとし、

当日は各高等学校窓口での出願受付を行わない。 

      ただし、出願期間後においても、他の都道府県から入学を志願する者及び帰国生徒等特別措置の適用を受

けようとする者で、特にやむを得ない事情のある者については、必要な手続きを経た後、２月 27 日（月）

の午後４時まで出願できるものとする。 

 

     月 日   曜日 県内中学校からの出願 県内中学校以外からの出願 

２月20日 月  総合教育センターで 

 県内一括受付 

 持参不可 

２月21日 火  各高等学校窓口で 

 午前９時から午後４時まで受付 

 各高等学校窓口で 

 午前９時から午後４時まで受付 

２月22日     水  各高等学校窓口で 

 午前９時から正午まで受付 

 各高等学校窓口で 

 午前９時から正午まで受付 

   ※ 県内中学校以外からの出願で、願書を持参する場合、２月 21 日（火）の午前９時から午後４時まで

及び２月22日（水）の午前９時から正午までとする。 

※ 県内中学校以外からの出願の場合、郵送（書留に限る）も可とするが、２月 22 日（水）正午までに

各高等学校必着のこと。 

 ３ 出願手続 

  (1) 志願者は、次の書類を中学校長を経由して、志願先高等学校長に提出する。 

 

提 出 書 類 提 出 を 要 す る 者 摘      要 

ア 入 学 願 書  志願者全員 様式４ 

イ 写     真 

（ 白黒・カラー 

いずれも可 ） 

志願者全員（入学願書に貼付） 平成28年12月１日以降に撮影した、縦４cm

×横３cmの上半身、正面、脱帽のもの。 

裏面に中学校名及び氏名を記載すること。 
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ウ 封     筒  志願者全員 日本工業規格 角形２号(240㎜×332㎜) 

志願者の郵便番号・住所・氏名を「・・

様」と記した封筒１通（切手不要） 

（郵便で入学願書を提出する場合は、上記

に加えて志願者の郵便番号・住所・氏名を

記した日本工業規格 長形３号(120㎜×235

㎜)の封筒をもう１通（切手不要）同封する

こと） 

エ 学習成績証明書 

   又はその提出不 

   能を証する書類 

 調査書（様式６）が提出できない者 様式自由 

オ 事 情 説 明 書  保護者が県外に居住する者（県外からの

志願者を除く。） 

 

様式自由 

保護者の居住地以外の事情で志願先高等学

校長が必要と認めた場合は、出願後におい

ても、提出を求めることがある。 

カ 県外入学志願 

  承 認 書 

 他の都道府県からの志願者 様式20 

「１ 出願の制限」の(3)で新たに承認を受

ける必要はないとされた者については、県

外入学志願承認書の写しを提出する。 

キ 自 己 申 告 書  志願者のうち中学校において欠席日数が

多い状況や理由等について説明する必要が

ある者は、自己申告書を志願先高等学校長

に提出することができる。提出できる者

は、第３学年の欠席日数が30日以上の者と

するが、30日未満の日数であっても希望す

る者は提出することができる。 

様式25 

自己申告書を提出する場合は、厳封の上、

志願先高等学校長あて親展として中学校長

へ提出する。 

ク 帰国生徒等特別 

  措置適用承認書 

 帰国生徒等特別措置の適用を受けた者 様式23 

 

  (2) 入学審査料 

     定時制課程の入学審査料（950円）分の「山梨県収入証紙」を入学願書の所定の欄に貼付する。 

     既納の入学審査料は、還付しない。 

  (3) 中学校長の手続 

   ア 中学校長は、調査書（様式６）及び出願者一覧表（様式７）を作成し、出願期限までに志願先高等学

校長に提出しなければならない。 

     なお、入試処理システムを導入している中学校においては、調査書及び出願者一覧表は、入試処理シ

ステムにより出力されたものとし、提出の際、入試処理システム用記憶媒体を添えること。また、出願

者一覧表の記入にあたっては、その注意事項をよく確認すること。 
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   イ 中学校長は、平成 27 年度以前の卒業者及び県外からの志願者については、調査書及び当該者のみの

出願者一覧表を手書きにより作成し、出願期限までに志願先高等学校長に提出しなければならない。 

   ウ 中学校長は、中学校において第３学年の欠席日数が 30 日以上の者について、欠席日数が多い状況や

理由等を説明する「欠席日数の多い生徒に関する事情説明書」（様式 26）を志願先高等学校長に提出

する。欠席日数が 30 日未満の者についても中学校長が必要と認める場合は、「欠席日数の多い生徒に

関する事情説明書」を提出することができる。 

   エ 日本国内の中学校に在籍せず、在外教育施設等から出願する者のうち、調査書又は５段階評定集計表

が提出不能な場合は、在学（出身）校が発行する成績・単位修得証明書又はそれに準ずるもの（在外

教育施設以外は、英文で記載されたものが望ましい。）によることができる。 

   オ 帰国生徒等（海外帰国生徒、移住生徒及び外国籍生徒）特別措置の適用を受けようとする者の扱いに

ついては、別記２による。 

 ４ 出願上の注意 

  (1) 出願書類の志願者氏名 
ア 志願者が作成する書類の署名欄については、志願者本人が住民票記載の文字（指導要録と一致する：

以下「本名」という。）で自署する。なお、外国籍生徒等で本名が長くなる場合には、入学願書に明記

することで、本名を省略した氏名（以下「略称」という。）の使用を可とする。 
イ 受検に際して略称を使用する外国籍生徒等は、入学願書の署名欄に、本名の後ろに（ ）を付して略

称を併記する。なお、受検票には略称のみ記入すること。 
ウ 中学校長が作成する書類の志願者氏名について、志願者が特定できる場合は略字や略称の使用も可と

する。なお、外国籍生徒等が略称を使用する場合には、調査書の「その他特記事項」に本名と上記 イ 
の略称を併記すること。 

  (2) 出願書類の順序 

    出願者一覧表に添える出願書類の順序は、次のとおりとする。 

    入学願書を一番上にし、調査書、その他の書類（県外入学志願承認書又はその写し、事情説明書等）、

封筒の順に重ね、志願者ごとにクリップで留めること。 

 

第３ 志願変更 

 １ 志願変更の可否 

  (1) 志願者は、入学願書の受付締切後、１回に限り志願先高等学校、課程、学科等を変更することができる。

同一高等学校の職業に関する小学科の志望順位についても、同様とする。 

    (2) 県外入学志願承認者で、次のいずれかに該当する者は承認条項を満たしているとし、新たに承認を受け

る必要はないが、いずれにも該当しない者は、志願変更期間中に新たに志願変更先高等学校長の承認を受

ける必要がある。 

        ア 別記１の２の(1)又は(2)で承認された者 

        イ 別記１の２の(5)で承認された者で、同一高等学校内で志願変更する者 

        ウ 別記１の２の(3)で承認された者で、定時制の課程の別の高等学校へ志願変更する者 

(3) 志願変更先高等学校において帰国生徒等特別措置の適用を受けようとする場合は、志願変更先高等学

校長の承認を受ける必要がある。 

 ２ 志願変更願提出期間 

   平成29年２月23日(木)、２月24日（金）及び２月27日(月)の午前９時から午後４時までとする。 
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 ３ 志願変更の手続 

  (1) 入学願書の受付締切後、次の項目について、志願の変更を希望する者は、すでに交付された受検票を添

え、中学校長を経由して志願変更願（様式14）を、願書を提出した高等学校長に提出する。 

        ア 志願先高等学校、課程、学科の変更（第２希望も含む） 

        イ 同一高等学校の職業に関する小学科の志望順位の変更 

    (2) 志願変更願を受理した高等学校長は、直ちに所要事項を確認のうえ、志願変更通知書(様式 15)を交付

するとともに（同一の高等学校における学科等の志願変更の場合は除く。）、入学願書を除くその他の

出願書類を中学校長に返戻する。その際、調査書の確認欄に高校職印を押印すること。なお、自己申告

書は高校側で厳封のうえ返戻する。  

        この場合において、同一の高等学校における学科等の志願変更については、入学願書を除くその他の出

願書類の返戻を省略することができる。 

   (3) 志願の変更を希望する者は、新たな入学願書（写真貼付）に返戻された出願書類及び志願変更通知書を

添えて、中学校長を経由して志願変更先高等学校長に提出する。 

      なお、他の都道府県からの志願者で新たに志願変更先高等学校長の承認を受けた者又は帰国生徒等特別

措置の適用を受けようとする者で新たに志願変更先高等学校長の承認を受けた者は、承認書も併せて提

出する。 

   (4) 中学校長は、志願の変更を希望する者のみの新たな出願者一覧表及び当該者のみの入試処理システム用

記憶媒体を志願変更先高等学校長に提出する。 

   (5) 県立高等学校間以外の志願変更に係る入学審査料については、Ⅲの「第３ 出願方法」の「３ 出願手

続(2)」に準ずる。 

   (6) 定時制の課程から全日制の課程に志願変更する場合は、入学審査料の差額(1,250 円)に相当する額面の

「山梨県収入証紙」を新たな入学願書の所定の欄に貼付する。 

   (7) 郵送による志願変更は認めない。 

 

第４ 高等学校長の措置 

 １ 志願先高等学校長は、入学願書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、所要の事項を記入

したうえで、受検票を志願者に交付又は郵送する。その際、中学校には、受検番号を記載した出願者一覧

表の写しを交付する。 

 ２ 志願先高等学校長は、志願者数を出願期間中、学科ごとに毎日学校内に掲示する。 

   なお、職業に関する学科については募集する小学科の別に掲示する。 

 ３ 志願先高等学校長は、入学願書の受付締切後、直ちに志願者数を２に準じて学校内に掲示するとともに、

教育長に報告する。 

 

第５ 調査書及び５段階評定集計表 

 １ 調査書作成委員会 

  (1) 中学校長は、調査書及び５段階評定集計表の作成に当たっては、厳正公平を期するため、調査書作成委

員会を設け作成する。 

   (2) 調査書作成委員会は、中学校長を委員長とし、校長の指名する当該中学校の教員若干名をもって組織す

る。 

 ２ 調査書作成上の注意   

    次表による。 
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  調査書作成上の注意事項 

    中学校を平成29年３月に卒業する見込み又は修了する見込みの者の第３学年の記録は、平成29年１月末日

をもって評価したものを記入する。 

中学校を卒業又は修了した者の記録は、指導要録から転記する。ただし、卒業から５年を経過した者の記

録は、氏名、入学・転入年月日、卒業年月日及び保護者の住所以外は記入の必要はない。 

項  目 中学校を卒業する見込み又は修了する見込みの者及び卒業又は修了した者 

各教科の 

学習の記録 

 

学習の記録は、指導要録から転記する。ただし、中学校を卒業する見込み又は修了する見込み

の者の３学年の記録は、指導要録記入要領により記入する。 

  
総合的な 

学習の時間 

欠席の記録  欠席の主な理由欄には、具体的に病名や事故の内容等を記入する。 

行動の記録  行動の状況については、指導要録記入要領により記入する。 

進路の希望  高校卒業後の進路希望を記入する。 

特別活動 

の 記 録 

 ①活動の事実については、学年ごと内容ごとに具体的に記入する。 

 ②上記の実績等顕著なものを学年ごとに諸活動の記録欄に記入する。 

校外活動 

の 記 録 
 社会スポーツ、文化、ボランティア活動等への参加状況を学年ごとに記入する。 

健康に関す 

る特記事項 
 本人について特に配慮が必要なことについて記入する。 

そ の 他 

特記事項 

 ①留学、研修等を記入する。 

 ②趣味、特技、その他特に顕著なことについて記入する。 

 

  ３ ５段階評定集計表作成上の注意 

  (1) 分校をもつ中学校は、本校、分校別にそれぞれ作成する。 

  (2) 「在籍数」の欄は、平成29年１月末日における第３学年の在籍生徒数を記入する。 

  (3) 「評定段階別人数」の欄は、学年ごと、教科ごと及び評定ごとに人数を記入する。 

  (4) 「評定平均」の欄は、教科ごとに小数点第２位を四捨五入したものを記入する。 

  (5) 中学校長は、平成29年１月末日をもって評価した卒業見込者全員による５段階評定集計表(様式８)を

作成し、平成 29 年２月 27 日(月)までに、教育長に提出しなければならない。この場合において、入試

処理システムを導入している中学校においては、５段階評定集計表は、入試処理システムにより出力さ

れたものとし、提出の際、入試処理システム用記憶媒体を添えること。 

         また、提出先は、高校教育課とする。 

 

第６ 検査 

 １ 受検者 

   志願者全員とする。 

 ２ 検査方法 

  (1) 学力検査及び面接を実施する。 
  (2) 検査教科は、国語、社会、数学、理科及び英語の５教科とする。ただし、英語はリスニングによる検査

を含む。 

  (3) 配点は、各検査教科100点とする。 
  (4) 面接の方法及び集合時間は志願先高等学校長が定め、志願者に周知する。 
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 ３ 問題作成 

   学力検査の問題作成は、教育委員会が行う。 

 ４ 検査会場 

   各志願先高等学校とする。 

 ５ 検査期日 

   平成29年３月７日(火) 集合 ８時50分   国語  ９時30分～10時25分 

                                              社会  10時40分～11時25分 

                                              数学  11時40分～12時25分 

                                              英語  13時30分～14時15分 

                                              理科  14時30分～15時15分 

   平成29年３月８日(水) 面接  ※ 集合時間等は、各高等学校長の指示による。 

 

第７ 選抜方法 

 １ 志願先高等学校長は、各高等学校・学科等の特色に配慮しつつ、その教育を受けるに足る能力・適性等を

調査書の記録、学力検査の成績及び面接の結果により総合判定し、選抜する。 

   なお、判定に当たっては、Ⅲの「第８ 選抜方法」２及び３の項に準ずる。 

 ２ 志願先高等学校長は、特に必要があると認めるときは、健康診断を行うことができる。 

 

第８ 入学許可予定者の発表 

   平成 29 年３月 14 日(火)午前 11 時に各志願先高等学校において入学許可予定者の受検番号を掲示すると

ともに、入学許可予定者に郵送により通知する。 

 

 

 Ⅵ 定時制の課程における再募集  

 

第１ 実施校 

   定時制の課程を設置する高等学校で、入学者選抜の結果、入学許可予定者が学科の募集定員に満たない場

合は、再募集を実施する。 

 

第２ 募集人員等 

   教育委員会が発表する高等学校、学科及び人員とする。 

 

第３ 出願資格 

      出願できる者は、Ⅴの「第１ 出願資格」を満たす者とする。 

 

第４ 出願方法 

 １ 出願の制限 

  (1)  出願は、１人１校とする。 

    (2)  全日制及び定時制の課程並びに特別支援学校高等部における入学許可予定者は、出願することはでき

ない。なお、全日制の課程及び特別支援学校高等部における再募集に出願した者は、その入学許可予定

者の発表があるまで出願することはできない。 
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  (3)  通信制の課程と併願することはできない。 

 (4)  中央高等学校が２つ以上の学科・部で募集を実施している場合、志願する者は、学科・部にとらわれ

ず、第２希望まで志望順位を付けることができる。 

 ２ 出願期間 

   平成 29 年３月17日(金)、３月21日(火)、３月22日（水）の午前９時から午後４時まで及び３月23日

（木）の午前９時から正午までとする。 

 ３ 出願手続 

   Ⅴの「第２ 出願方法」の「３ 出願手続」の項に準ずる。 

   ただし、入学願書は様式５とし、定時制課程の入学審査料（950 円）分の「山梨県収入証紙」を所定の欄

に貼付する。また、中学校長が提出する調査書及び出願者一覧表は、入試処理システムを導入している中

学校においては入試処理システムにより出力されたものとし、提出の際、入試処理システム用記憶媒体を

添えること。（平成 27 年度以前の卒業者の再募集志願者及び県外からの再募集志願者を除く。）出願者一

覧表の記入にあたっては、その注意事項をよく確認すること。 

   なお、県外入学志願承認書の提出は要しない。 

 

第５ 高等学校長の措置 

   Ⅴの「第４ 高等学校長の措置」に準ずる。 

 

第６ 検査 

 １ 受検者 

   志願者全員とする。 

 ２ 検査方法 

  (1) 再募集に当たっての学力検査及び面接を実施する。 

  (2) 検査教科は、国語、数学及び英語の３教科とする。 

 ３ 検査会場 

   各志願先高等学校とする。 

 ４ 検査期日 

   平成29年３月24日(金)  ※ 集合時間等は、各高等学校長の指示による。 

 

第７ 選抜方法 

 １ 志願先高等学校長は、調査書の記録、再募集に当たっての学力検査の成績及び面接の結果を総合判定し、

選抜する。 

 ２ 志願者から「自己申告書」、中学校長から「欠席日数の多い生徒に関する事情説明書」の提出を受けた高

等学校長は、それらを総合判定の参考資料とすることができる。 

 

第８ 入学許可予定者の発表 

   平成 29 年３月 28 日(火)午前 11 時に各志願先高等学校において入学許可予定者の受検番号を掲示すると

ともに、入学許可予定者に郵送により通知する。 
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 Ⅶ 特別な配慮が必要な生徒の受検  

 

第１ 申し出 

中学校長は、身体に障害があるなど、受検の際や入学後において特別な配慮が必要と判断される生徒がいる場

合、あるいは検査等に際して周囲の受検生への影響が懸念される生徒がいる場合には、志願先高等学校長にでき

る限り早期に申し出または相談することとする。 

 

第２ 手続き 

第１により申し出等を受けた志願先高等学校長が必要と判断した場合は、中学校長は、特別な配慮を必要とす

る受検者について、「特別な配慮が必要な生徒に関する事情説明書」（様式 27）に原則として「特別な配慮が

必要な生徒に関する意見書」（様式 28）を添付して提出すること。この場合、高等学校長は、必要に応じて高

校教育課長と協議するものとする。 

 

 

 

 Ⅷ 検査結果の開示  

 

第１ 全日制入学者選抜検査の結果の開示方法 

  １ 前期募集 

    (1) 開示の内容    面接検査及び面接以外に実施する各検査の評価の段階 

                        各学校が設定した評価基準に基づくＡ（良好）、Ｂ（概ね良好）、Ｃ（努力を要す）

の３段階評価 

   (2) 開示場所      当該請求者の検査会場となった高等学校 

    (3) 開示の方法    口頭による開示請求に基づき、「開示用成績一覧表」の閲覧による 

    (4) 開示期間      平成29年３月14日（火）から平成29年４月14日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝

祭日を除く。） 

  ２ 後期募集 

    (1) 開示の内容    学力検査の科目別得点及び得点合計 

    (2) 開示場所      当該請求者の検査会場となった高等学校 

    (3) 開示の方法    口頭による開示請求に基づき、「開示用成績一覧表」の閲覧による 

    (4) 開示期間      平成29年３月14日（火）から平成29年４月14日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝

祭日を除く。） 

  ３  再募集 

    (1) 開示の内容 

      ・作文を実施する場合：面接検査及び作文の評価の段階 

                              各学校が設定した評価基準に基づくＡ(良好)、Ｂ(概ね良好)、Ｃ(努力を   

要す)の３段階評価 

      ・学力検査を実施する場合：面接検査の評価の段階並びに学力検査の科目別得点及び得点合計 

                                面接については、各学校が設定した評価基準に基づくＡ(良好)、Ｂ(概ね 

良好)、Ｃ(努力を要す)の３段階評価 
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(2) 開示期間  平成 29 年３月 22 日（水）から平成29 年４月 24 日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝祭

日を除く。） 

    (3) 開示場所、開示の方法については、前期・後期募集に準じて実施 

 

第２ 定時制入学者選抜検査の結果の開示方法 

  １ 定時制検査 

    (1) 開示の内容   面接検査の評価の段階並びに学力検査の科目別得点及び得点合計 

                        面接については、各学校が設定した評価基準に基づくＡ（良好）、Ｂ（概ね良好）、

Ｃ（努力を要す）の３段階評価 

    (2) 開示場所、開示の方法、開示期間については、全日制課程の後期募集と同じ 

  ２ 再募集 

    (1) 開示の内容   面接検査の評価の段階並びに学力検査の科目別得点及び得点合計 

                        面接については、各学校が設定した評価基準に基づくＡ（良好）、Ｂ（概ね良好）、

Ｃ（努力を要す）の３段階評価 

 (2) 開示期間  平成 29 年３月 28 日（火）から平成29年４月 28 日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝祭

日を除く。） 

    (3) 開示場所、開示の方法については、全日制課程の再募集に準じて実施 

 

第３ 調査書等の開示 

    開示の方法  

      山梨県個人情報保護条例（平成17年３月28日山梨県条例第15号）第15条の規定に基づき、書面（開示

請求書）により、「県民情報センター」に開示請求を行う。 

留意事項 

 １ 山梨県個人情報保護条例第 27 条の規定に基づく口頭による開示請求は、本人に限るものとし、法定代理

人による請求は認めない。 

 ２ 口頭による開示請求は、受検票を提示して行う。 

 ３ 開示期間は、入学許可予定者発表日から１か月間（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。）とし、受付時間

は、入学許可予定者発表日は午前 11 時から午後４時まで、それ以外の日は午前９時から午後４時までとす

る。 

 ４ 甲府市立甲府商業高等学校における検査結果の開示については、県立高等学校に準ずるが、具体的な手続

きは、甲府市個人情報保護条例（平成15年12月15日甲府市条例第42号）に基づき開示される。 

 

 

 

 Ⅸ その他  

 

１ 高等学校長は、選抜の結果を直ちに教育長に報告する。 

  ２ この要項に定めのあるもののほか、必要な事項は別に定める。 
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別記１ 県外からの出願 

 

１ 一家転住などのやむを得ない理由により、他の都道府県から入学を志願する者は、あらかじめ志願先高等学

校長の承認を受けなければならない。 

２ 県外からの入学志願承認に当たって、「やむを得ない理由」のある者とは、次のいずれかに該当する者をい

う。 

 (1) 本人及び保護者の住所が山梨県内にある者 

 (2) 保護者が転勤等のために山梨県内に居住することが確実となった者又は保護者が現に山梨県内に居住し

ている者 

 (3) 定時制の課程を志願する者 

 (4) 当該都道府県の高等学校に設置されていない学科を志願する者 

 (5) その他特別な事情がある者   

３ 申請手続 

 (1) 県外入学志願承認願（様式19）に住民票の写し（平成28年 12 月１日以降のもので、本人、保護者及び

同居の家族に関するもの）、事情説明書、保護者の転勤（予定）証明書、新しい住所を証明する書類等を

各１通添えて、志願先高等学校長に申請する。 

 (2) 志願先高等学校長は、申請書の内容を審査し、適当と認めるときは申請者に県外入学志願承認書（様式

20）に承認条項を明示して通知する。 

４ 申請期間 

 (1) 全日制前期募集 

   平成 29 年１月 10 日(火)、１月 11 日(水)の午前９時から午後４時まで及び１月 12 日（木）の午前９時か

ら正午までとする。 

 (2) 全日制後期募集・定時制 

   平成29年１月30日(月)から２月14日(火)（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９時から午後４時まで及

び２月15日（水）の午前９時から正午までとする。 

５ ２の（１）～（５）に該当しない者で、次表の各高等学校に対応する隣接都県に居住する者は、別に定める

「平成 29 年度山梨県立高等学校の入学者選抜における県外からの受検の特例措置要項」（10 月中に山梨県

教育委員会のホームページで公開）の規定により出願することができる。 

 

高等学校名 隣接都県 

北 杜 長 野 県 

身 延 静 岡 県 

上野原 
東 京 都 

神奈川県 
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別記２ 帰国生徒等特別措置 

 

１ 出願資格 

  Ⅲの「第２ 出願資格」又はⅤの「第１ 出願資格」を有する者で、次のいずれかに該当し、帰国生徒等特

別措置の適用を受けようとする者は、あらかじめ志願先高等学校長の承認を受けなければならない。 

 (1) 海外帰国生徒 

   原則として、平成 26 年４月１日以降に帰国した者又は帰国予定の者で、外国における在住期間がその帰

国時からさかのぼり継続して２年以上ある者 

 (2) 移住生徒 

   中国残留邦人等、永住するため海外から引き揚げてきた者及び海外から移住してきた者の子で、原則とし

て、平成29年４月１日現在、日本における在住期間が７年以内の者 

   なお、中国残留邦人等とは、昭和 20 年９月２日以前から引き続き外国に居住し、その後、永住目的で帰

国した者（これらの者を両親として外国において出生した者を含む。）をいう。 

 (3) 外国籍生徒 

   保護者とともに山梨県内に居住し、又は居住予定のある外国籍を有する者で、原則として、平成 29 年４

月１日現在、日本における在住期間が７年以内の者  

* 外国において、学校教育における９年の課程を修了した又は平成 29 年３月に修了する見込みの外国

籍生徒がこの措置の適用を受けようとする場合は、申請書類の提出を見込んで早期に山梨県教育委

員会高校教育課（新しい学校づくり推進室）に問い合わせること。 

２ 申立手続  

 (1) 志願先高等学校長に申立書（様式 21）を提出する。ただし、保護者が引き続き海外に居住し、志願者の

み帰国又は帰国予定の場合は、身元引受承諾書（様式22）を併せて提出する。 

 (2) 志願先高等学校長は、申立書の内容を審査し、適当と認めるときは申立者に帰国生徒等特別措置適用承

認書（様式23）により通知する。 

３ 申立期間 

  平成 29 年１月 30 日(月)から２月 14 日(火)（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９時から午後４時まで及

び２月15日（水）の午前９時から正午までとする。 

４ 入学検査における特別措置 

 (1) １の出願資格を有する者の選抜は、調査書の記録、学力検査の成績及び面接の結果とし、一般受検者と

区別して行う。 

 (2) 学力検査は、平成29年度山梨県公立高等学校入学者選抜学力検査問題を使用し、国語、社会、数学、理

科及び英語の５教科の中から自己選択した３教科とする。ただし、専門教育学科を志願する者又は普通科

のコースを希望する者は、志願先の選抜又はコース指定における傾斜配点教科を含めて選択しなければな

らない。専門教育学科又は普通科のコースを第２希望にする場合においても同様とする。 

５ 募集定員における特別措置 

  １の出願資格を有する者の選抜は、募集定員を超えて、志願先高等学校の学級数に相当する数まで入学を許

可することができる。 

６ 入学後の特別措置 

  日本語指導を特に必要とする生徒を対象とした教育課程を、笛吹高等学校及び都留興譲館高等学校（普通

科）並びに中央高等学校に置く。 
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◎ 通信制の課程  

第１ 学校名 

   中央高等学校 

 

第２ 募集学科及び募集人員 

   募集学科は普通科及び衛生看護科とし、募集定員は別に定める。 
   募集は２期に分けて行う。第１期の募集人員は募集定員の６０％以内とし、第２期の募集人員は、募集定

員から第１期募集における入学許可予定者数を減じた数をもとに、教育委員会が定める。 

 

第３ 出願資格 

      全日制の課程における後期募集の「第２ 出願資格」に準ずるほか、山梨県内に住所を有する者であるこ
と。衛生看護科については、さらに甲府看護専門学校准看護学科の在学者又は入学許可予定者に限る。 

 

第４ 出願方法 

 １ 出願の制限 
  (1) 全日制及び定時制の課程並びに特別支援学校高等部と併願することはできない。 
  (2) 全日制及び定時制の課程並びに特別支援学校高等部における入学許可予定者は、出願することができ

ない。 
 ２ 出願手続 

  (1) 平成29年１月６日（金）から中央高等学校において募集要項（出願書類一式）を配付する。志願者本

人又は代理の者が来校し、受け取ること。 
  (2) 募集要項に従って必要な書類等をすべて整え、３の出願受付期間内に必ず志願者本人が中央高等学校

に持参すること。不備の場合は、受け付けられないので注意すること。 
 ３ 出願受付期間 （※ 出願は必ず志願者本人が行うこと） 

   第１期出願受付期間：平成29年３月15日（水）、３月16日（木）、３月17日（金）の午前９時から午

後４時まで 

   第２期出願受付期間：平成29年３月27日（月）、３月29日（水）、３月30日（木）の午前９時から午

後４時まで 

 

第５ 入学者の選抜 

   書類審査、面接検査、作文検査及び筆記検査に基づいて行う。 

  (1) 出願時に「面接検査」を行う。 
  (2) 次の第１期、第２期検査期日に「作文検査」及び「筆記検査」を行う。 
    第１期出願受付期間の出願者を対象とする第１期検査期日：平成29年３月21日（火） 

    第２期出願受付期間の出願者を対象とする第２期検査期日：平成29年３月31日（金） 

 
第６ 入学許可予定者の発表 

   第１期検査受検者については平成 29 年３月 24 日（金）付けで、第２期検査受検者については平成 29 年

４月６日（木）付けで、選抜結果を郵送により通知する。 
 

第７ その他 

 １ 「Ⅶ 特別な配慮が必要な生徒の受検」及び「Ⅸ その他」は、通信制についても適用するので、必ず参

照すること。 

 ２ 中学校長は、出願者一覧表（様式７）を提出する必要はない。 
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◦

◦

◦



30

◦

◦

◦



31

◦

◦

◦
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◦

◦

◦



33

◦

◦

◦
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式２４様

帰国生徒等に関する事情説明書 

                                   平成  年  月  日
         高等学校長 殿

                       志 願 者 氏 名

                       保 護 者 氏 名             ㊞

志願者生年月日      年   月   日生   性 別  男 ・ 女  国 籍   

海外在留地名

海外在留期間          年   月   日～   年   月   日

在 学 学 年 在 学 期 間
種   別

学 校 名

  所在地（国名・都市名） 年 ～   年  年  月～  年  月

小 学 校

学

校

教

育

歴 中 学 校

身元引受人（保護者が海外に居住している場合）

 住 所

 氏 名

志願者との関係

個

別

事

情

（注）日本の中学校に相当する海外の在学（出身）校が発行する成績・単位修得証明書又はそれに準ずる   

  もの（在外教育施設以外は、英文で記載されたものが望ましい）を添付すること。

   なお、添付できない場合は、その事由を明記すること。
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様式２５

受検

番号

※ ※

自 己 申 告 書 

                                                                  平成  年  月  日

               高等学校長 殿

                                              中 学 校 名

                                              志 願 者 氏 名                           

                                               保 護 者 氏 名                           ㊞

  私は、貴校  への志願に当たり、次のとおり申告します。

志願者記入欄（志願の動機、高校生活への抱負、長期欠席の理由など）

保護者記入欄（高等学校に理解してほしい事柄など）

(注)１．保護者氏名欄及び保護者記入欄以外は全て志願者直筆とし、ボールペン又は万年筆を使 

用すること。 

２．志願者は、自己申告書を厳封の上、志願先の高等学校長あて親展として提出する。 

３．※欄は記入しないこと。

４．本票は日本工業規格Ａ４（縦）とする。
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様式２６ 受検

番号

※ ※

欠席日数の多い生徒に関する事情説明書 

                                                                   平成  年  月  日

              高等学校長 殿

                                              学 校 名

                     校長氏名 職印

           志 願 者 氏 名

                               志願学科名

 上記の志願者について、次のとおり事情を説明します。

  

 （注）本票は日本工業規格Ａ４（縦）とする。
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◦

◦
◦
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山梨県立特別支援学校高等部

入学者選抜実施要項
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問い合わせ先　山梨県教育委員会

新しい学校づくり推進室
高　校　改　革　担　当

高 　 校 　 教 　 育 　 課
指　　導　　担　　当

（　　　　　　　 ）
・調査書の記入方法
・５段階評価集計表
　に関すること等

ＴＥＬ（055）223-1767番（直通）

　　　（055）237-1111番 内線8330、8322

新しい学校づくり推進室
特 別 支 援 教 育 担 当
（県立特別支援学校）

ＴＥＬ（055）223-1752番（直通）

　　　（055）237-1111番 内線8321、8324

ＦＡＸ共通（055）223-1768番

ＴＥＬ（055）223-1766番（直通）

　　　（055）237-1111番 内線8305、8314

通信制

1 日 1 水 1 水

2 月 2 木 1/30 2 木

3 火 3 金 ～ 3 金

4 水 4 土 2/15 4 土

5 木 5 日 5 日

6 金 6 月 6 月

7 土 7 火 7 火

8 日 8 水 8 水

9 月 成人の日 9 木 前期募集内定 9 木

10 火 10 金 10 金

11 水 11 土 建国記念の日 11 土

12 木 12 日 12 日

13 金 13 月 13 月

14 土 14 火 14 火 入学許可予定者発表

15 日 15 水 15 水

16 月 16 木 16 木

17 火 17 金 17 金 全日制再募集検査

18 水 18 土 18 土

19 木 19 日 19 日

20 金 20 月 20 月 春分の日

21 土 21 火 21 火 １期検査

22 日 22 水 22 水
全日制再募集
入学許可予定者発表

23 月 23 木 23 木

24 火 24 金 24 金 定時制再募集検査 １期発表

25 水 25 土 25 土

26 木 26 日 26 日

27 金 27 月 27 月
２期出願
期間

28 土 28 火 28 火

29 日 29 水

30 月 30 木

31 火 31 金 ２期検査

平成２９年度公立高等学校入学者選抜日程（全日制・定時制・通信制課程）

全
日
制
前
期
募
集

出
願
期
間

全
日
制
後
期

募
集
・
定
時

制
出
願
期
間

志
願
変
更
期
間

申
請
期
間

通信制入学許可予定者発表日

平成２９年　１月 平成２９年　２月
平成２９年　３月

全日制・定時制

後期募集検査・定時制検査

県
外
入
学
志
願

（
前
期
募
集

）

申
請
期
間

前期募集検査

県
外
入
学
志
願

（
後
期
・
定
時
制

）
及
び

帰
国
生
徒
等
特
別
措
置
　
申
請
期
間

１期：３月２４日（金）　２期：４月６日(木）

　　　　　　　　　　 定時制検査

全
日
制

再
募
集

出
願
期
間

定
時
制
再
募
集
出
願
期
間

２
期
出

願
期
間

定時制再募集
入学許可予定者発表

１
期
出
願

期
間


